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第２回「川崎市自治推進委員会」が平成２１年１月２０日（火）に開催され、第２期委員会のメインテーマ

である“参加”と“協働”の仕組みと手法に関する取組状況等について審議し、意見交換を行いました。 

委員会では、川崎市の参加、協働の仕組みの

概要が説明された後、“参加”の手法である「審議

会等の市民委員の公募」「パブリックコメント手続」

「住民投票制度」、“協働”の手法である「協働型

事業のルール」、その他の手法として「区民会議」

について関係職員から取組状況の説明・報告を

受け、それをもとに意見交換を行いました。 

 

 “参加”と“協働”の仕組みについて 
 

“参加”と“協働”は、自治基本条例に規定されている自治

運営の３つの基本原則の２つであり、もうひとつの原則である

“情報共有”を前提として成り立つものです。 

そして、“参加”と“協働”は、ＰＤＣＡサイクル※のそれぞれ

の過程に、その仕組みが用意されています（自治基本条例

第６条で政策の形成、執行及び評価の過程への参加が市

民の権利として保障されており、自治運営の基本原則に基

づく制度等について整備することにより、その保障は担保さ

れています）。 

※ 計画（Plan）を実行に移し（Do）、結果・成果を評価し（Check）、改
善・改良を加え（Action）、次の計画（Plan）へと繋げる、循環サイ
クルを「ＰＤＣＡサイクル」と呼びます。 

 

《ＰＤＣＡサイクルにおける参加と協働》 

 

 

 

 

 

 

 

 

“参加”と“協働”の手法について 

 ① 参加の手法  

■審議会等の市民委員の公募について（説明）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

公募市民委員を含む審議会の数は全体の３分の１程度であり、専門性を求めてい

るために公募市民委員が就任していない審議会等については公募の可能性を検討

すること、応募者がなかった審議会等については周知方法を工夫すること等の対応

が必要であるとともに、審議会等の運営にあたっては、公募市民委員が発言しやすい

環境づくりに取り組む必要があると考えられます。 
 

◎主な意見の内容 

●公募すればよいというわけではなく、

市民参加により得られた成果をど

のように政策に活かしていくか、参

加の場をどのように運営していくか

も重要な視点だと思う。 
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“参加”と“協働”の仕組みと手法について審議しました。 

政策形成過程 
・タウンミーティング 
・市長への手紙 
・審議会等の市民委員の
公募 

・パブリックコメント手続 
・住民投票制度 
・区民会議 ほか 

Ｐ
Ｐｌａｎ

政策執行過程 
・総合コンタクトセンター 
・市長への手紙 
・審議会等の市民委員の
公募 

・協働型事業 
・区民会議 ほか 

Ｄ 
Ｄｏ 

（改善・改良過程）
 
 
評価結果を反映した事
業計画等の見直し 

Ａ
Ａｃｔｉｏｎ

政策評価過程 
・かわさき市民アンケート 
・総合コンタクトセンター 
・市長への手紙 
・審議会等の市民委員の
公募 

・区民会議 ほか 

Ｃ 
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■パブリックコメント手続制度について（説明）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

自治基本条例第３０条の規定等を根拠として「川崎市パブリックコメント手続条例」が

平成１９年４月に施行されました。 

本市の制度の特徴として、①条例で定めていること、②市民生活を制限したり市民に

義務を課す内容の政策以外についても手続の対象としていることが挙げられます。制度

の課題としては、制度の周知が十分ではないこと（現在の制度の認知度は１０％程度）

や、意見募集の周知に努めていくことなどが考えられます。 

平成１９年４月以降に意見募集を開始し、平成２０年１１月末ま

でに結果が公表されたパブリックコメント手続の実施案件は８５事案

であり、平成１９年度に実施された７４事案中３０事案については、

いただいた意見が何らかの形で政策等に反映されています。 

■住民投票制度について(説明)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

住民投票制度は、自治基本条例第３１条を根拠とした自治

運営の基本原則に基づく参加の制度であり、「川崎市住民投票

条例」（平成２０年６月制定）により制度化しました（現在、住民

投票条例施行規則の作成、投票資格者名簿等のシステム構

築を行っており、平成２１年４月の施行を予定しています。）。 

本市の制度の特徴として、投票資格者の年齢に

ついては、満１８歳以上の者とし、外国人市民に対

しても一定要件のもとで投票資格を与えていること、

住民発議・市長発議の場合に市長が議会に協議

を求めること、原則、市内全域で行われる選挙と

同時に住民投票を実施する制度設計になってい

ること等が挙げられます。 

◎主な意見の内容 

●市民活動等で知識・経験を積

み重ねた方が実際に公募市民

委員に入ることで参加の質を高

めていくという流れもある。 

●重要度や市民の関心が異なる

ため、すべての事案について一

定の意見を得ることは必要ない

と思う。 

●タウンミーティングやパブリック

コメント手続で寄せられる意見

は概して反対意見が多くなる傾

向にあるが、これを市民全体の

意見であるとする捉え方は問題

である。 

●潜在的関心層の市民にもパブリ

ックコメント手続を知ってもらえ

るように、制度の趣旨と言葉の

意味を丁寧に説明する取組を

進める必要があると思う。 

●現在のパブリックコメント手続は

ウェブサイトに重点を置いている

ように感じられるため、情報提

供の方法を工夫する必要があ

ると思う。

 ② 協働の手法  

■協働型事業のルールについて（説明） ・・・・・・・・・ 

自治基本条例第３２条の協働推進の施策整備等に

基づき、平成２０年２月に「川崎市協働型事業のルー

ル」を策定しました。ルールという名称ですが、当事者間

を縛る規則ではなく、市民活動団体と行政が互いに尊

重する内容を基本方針として定めたものです。 

①目的の共有、②対等の関係、③相互理解、④役

割分担と責任範囲の確認、⑤公開性・透明性、⑥成果

の振り返り（評価・検証）という協働事業を進める上での

６つの原則を設けています。なお、協働型事業について

は市民活動推進委員会が検証等を行っています。 

 ◎意見交換の内容 

●個人として参加できる協働も対象に加え、実現まで

たどりつけるルートを提示することなどが必要。 

●協働を志す人・団体がスムーズに協働を行えるよう

にコーディネートする機能が必要ではないだろうか。 

●協働型事業については市民活動推進委員会に委ね、

本委員会では「協働」を広く捉えて議論したい。 

 

 ③ その他  

■区民会議について（説明） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「川崎市区民会議条例」は参加と協働による地域社会

の課題解決をめざして平成１８年４月に施行されました。 

区民会議の取組状況としては、各区同じような課題が

挙がっており、安全・安心や子育て等に関心が集まってい

ます。現在は、第２期区民会議となっており、審議結果を

課題解決の取組につなげるとともに、第３期実行計画に反

映することも予定しています。 

次回の委員会日程 
平成２１年３月１６日（月） １８：３０～２０：３０ 

明治安田生命ビル（市役所となり） 第１会議室 
 

第７回市民自治創造・かわさき 
フォーラムを開催します！ 

日時：平成２１年２月２８日（土）・３月１日（日） 
場所：多摩市民館 
基調講演 北野 大氏（要申込） 
（その他、分科会、市民活動団体による活
動発表など開催予定） 

皆さまのご参加をお待ちしております。 
 

※傍聴が可能ですので、興味のある方
は、ぜひお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


